
 

 

 軽費老人ホーム 

老人福祉法第 20 条の６ 

【 定  義 】 

 無料又は低額な料金で、高齢者を入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、社会生

活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供するための施設 

 

【 種  別 】 

・A 型(経過的軽費老人ﾎｰﾑ)：食事の提供や日常生活上必要な便宜を提供（※経過措置施設） 

・ケ ア ハ ウ ス：高齢者が車いす生活となっても自立した生活が送れるように配慮した居室等の

環境を有する 

 

【主な設置主体】  地方公共団体 社会福祉法人 知事認可を受けた法人 

 

【 対 象 者 】 

 60 歳以上の者であって、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があ

ると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な者 

 

【費 用 の 負 担】 

 サービス提供費（対象収入に応じて規定）＋生活費（食費及び共用部分の光熱水費）＋居住費（家

賃相当、ケアハウスのみ）等 

 

【施設数・定員】  Ａ   型   6 施設   320 人 （第３表） 

          ケアハウス  34 施設 1,166 人 （第４表） 

 

【入 所 申 込 み】  直接、各施設へ申込み 

・特別養護老人ホームの入所は、原則、要介護３以上の方となっています。 
・要介護１又は２の方は、各施設で設置している入所検討委員会で、市町村の意見書を踏まえた検討の結果、やむを得ない事由により居宅での 

日常生活が困難と認められた場合に限り入所が可能となります。 

一般入所(申込順の入所)申込（要介護３以上の方のみ）

作成依頼
介介
護護
支支
援援
専専
門門
員員

入入
所所
希希
望望
者者
××
ささ
んん

一般入所
申込者

の名簿
（申込順）

優先入所申込の
受付簿

優先入所申込

一般入所申込を
した上で…

（原則月１回開催）

優先入所の
対象者を選定

入入所所検検討討委委員員会会

優先入所の対象者
に選定されると…

一般入所（申込順の入所）申込（要介護３以上の方のみ）

通 知

入入 所所 検検 討討 委委 員員 会会

Ｘさんが入所の必要性高い。

Ａさんが入所の必要性高い。

次次のの入入所所者者

Ａさん

次次のの入入所所者者

Ｘさん

そそのの次次のの
入入所所者者

Ａさん

優先入所対象者が入所したときは、
その次の入所者は一般名簿第１位
の人となる。

その次の入所者は、

・一般名簿第１位と
・優先名簿第１位の

入所の必要性を
比較して決定

先の手順を繰り
返す

介護老人福祉施設（地域密着型含む）
（特別養護老人ホーム）

優先入所対象者
の名簿

奈良県指定介護老人福祉施設等に係る入所指針に基づく入所の流れについて

入所の必要性
を比較

要介護1・2の方を、
選定する場合は
保険者市町村に意見照会。

要介護１・２の方を選定する場合は、
やむを得ない事由※があると認められ
るかどうかについて判定。

（保険者市町村の意見も踏まえ判定）

本人の状態をもっとも
よく知っている…

要要介介護護３３以以上上のの方方

優先入所の対象者と
なるかどうか検討

一般入所申込
はできない

作成依頼

優先入所
検討票

提出要要介介護護１１・・２２のの方方

要介護１・２の方の一般入所（申込順の入所）申込はできない。

やむを得ない事由※
に該当する

別途、入所申込が必要

４４．．主主なな高高齢齢者者向向けけ施施設設 

 

養護老人ホーム 
 
 

老人福祉法第 20 条の４ 

【 定  義 】 

 入所者を養護し、その者が自立した生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓

練その他の援助を行うための施設 

 

【主な設置主体】  地方公共団体 社会福祉法人 

 

【 対 象 者 】 

 65 歳以上の者であって、環境上及び経済的理由により在宅において養護を受けることが困難な者 

 ※市町村が設置する「入所判定委員会」により、一定の基準に基づき措置の要否を判定 

 

【費 用 の 負 担】 

 入所者本人は対象収入、主たる扶養義務者は所得税の額等に応じて、定められた基準額を負担 

 

【施設数・定員】  12 施設 745 人 （第１表） 

 

【入 所 申 込 み】  本人の居住地の市町村へ申込み 

 

特別養護老人ホーム 

老人福祉法第 20 条の５ 

介護保険法第８条第 27 項 

【 定  義 】 

 入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴・排せつ・食事等の介護その他の

日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うための施設 

 ※介護保険法上の「介護老人福祉施設」をいう 

 

【主な設置主体】  地方公共団体 社会福祉法人 

 

【 対 象 者 】 

 要介護３～５と認定され、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、在

宅での介護が困難な者 

 但し、一定の要件に該当する場合は、要介護１又は２でも入所が可能 

 

【費 用 の 負 担】 

 介護サービス費の１割（一定以上の所得者は２～３割）＋食費＋居住費＋その他日常生活費等 

 

【施設数・定員】  115 施設 7,798 人 （第２表） 

 

【入 所 申 込 み】  直接、各施設へ申込み 

 

【特別養護老人ホームの優先入所について】  

 奈良県では、本人の要介護度や家族の状況によって、入所の必要性の高い人が円滑に特別養護老

人ホームに入所できるよう、「指定介護老人福祉施設に係る入所指針（いわゆる「特別養護老人ホ

ームの優先入所」）」を定めています。制度の概要については、次頁のとおりです。 
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 軽費老人ホーム 

老人福祉法第 20 条の６ 

【 定  義 】 

 無料又は低額な料金で、高齢者を入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、社会生

活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供するための施設 

 

【 種  別 】 

・A 型(経過的軽費老人ﾎｰﾑ)：食事の提供や日常生活上必要な便宜を提供（※経過措置施設） 

・ケ ア ハ ウ ス：高齢者が車いす生活となっても自立した生活が送れるように配慮した居室等の

環境を有する 

 

【主な設置主体】  地方公共団体 社会福祉法人 知事認可を受けた法人 

 

【 対 象 者 】 

 60 歳以上の者であって、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があ

ると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な者 

 

【費 用 の 負 担】 

 サービス提供費（対象収入に応じて規定）＋生活費（食費及び共用部分の光熱水費）＋居住費（家

賃相当、ケアハウスのみ）等 

 

【施設数・定員】  Ａ   型   6 施設   320 人 （第３表） 

          ケアハウス  34 施設 1,166 人 （第４表） 

 

【入 所 申 込 み】  直接、各施設へ申込み 

・特別養護老人ホームの入所は、原則、要介護３以上の方となっています。 
・要介護１又は２の方は、各施設で設置している入所検討委員会で、市町村の意見書を踏まえた検討の結果、やむを得ない事由により居宅での 

日常生活が困難と認められた場合に限り入所が可能となります。 

一般入所(申込順の入所)申込（要介護３以上の方のみ）

作成依頼
介介
護護
支支
援援
専専
門門
員員

入入
所所
希希
望望
者者
××
ささ
んん

一般入所
申込者

の名簿
（申込順）

優先入所申込の
受付簿

優先入所申込

一般入所申込を
した上で…

（原則月１回開催）

優先入所の
対象者を選定

入入所所検検討討委委員員会会

優先入所の対象者
に選定されると…

一般入所（申込順の入所）申込（要介護３以上の方のみ）

通 知

入入 所所 検検 討討 委委 員員 会会

Ｘさんが入所の必要性高い。

Ａさんが入所の必要性高い。

次次のの入入所所者者

Ａさん

次次のの入入所所者者

Ｘさん

そそのの次次のの
入入所所者者

Ａさん

優先入所対象者が入所したときは、
その次の入所者は一般名簿第１位
の人となる。

その次の入所者は、

・一般名簿第１位と
・優先名簿第１位の

入所の必要性を
比較して決定

先の手順を繰り
返す

介護老人福祉施設（地域密着型含む）
（特別養護老人ホーム）

優先入所対象者
の名簿

奈良県指定介護老人福祉施設等に係る入所指針に基づく入所の流れについて

入所の必要性
を比較

要介護1・2の方を、
選定する場合は
保険者市町村に意見照会。

要介護１・２の方を選定する場合は、
やむを得ない事由※があると認められ
るかどうかについて判定。

（保険者市町村の意見も踏まえ判定）

本人の状態をもっとも
よく知っている…

要要介介護護３３以以上上のの方方

優先入所の対象者と
なるかどうか検討

一般入所申込
はできない

作成依頼

優先入所
検討票

提出要要介介護護１１・・２２のの方方

要介護１・２の方の一般入所（申込順の入所）申込はできない。

やむを得ない事由※
に該当する

別途、入所申込が必要

４４．．主主なな高高齢齢者者向向けけ施施設設 

 

養護老人ホーム 
 
 

老人福祉法第 20 条の４ 

【 定  義 】 

 入所者を養護し、その者が自立した生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓

練その他の援助を行うための施設 

 

【主な設置主体】  地方公共団体 社会福祉法人 

 

【 対 象 者 】 

 65 歳以上の者であって、環境上及び経済的理由により在宅において養護を受けることが困難な者 

 ※市町村が設置する「入所判定委員会」により、一定の基準に基づき措置の要否を判定 

 

【費 用 の 負 担】 

 入所者本人は対象収入、主たる扶養義務者は所得税の額等に応じて、定められた基準額を負担 

 

【施設数・定員】  12 施設 745 人 （第１表） 

 

【入 所 申 込 み】  本人の居住地の市町村へ申込み 

 

特別養護老人ホーム 

老人福祉法第 20 条の５ 

介護保険法第８条第 27 項 

【 定  義 】 

 入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴・排せつ・食事等の介護その他の

日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うための施設 

 ※介護保険法上の「介護老人福祉施設」をいう 

 

【主な設置主体】  地方公共団体 社会福祉法人 

 

【 対 象 者 】 

 要介護３～５と認定され、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、在

宅での介護が困難な者 

 但し、一定の要件に該当する場合は、要介護１又は２でも入所が可能 

 

【費 用 の 負 担】 

 介護サービス費の１割（一定以上の所得者は２～３割）＋食費＋居住費＋その他日常生活費等 

 

【施設数・定員】  115 施設 7,798 人 （第２表） 

 

【入 所 申 込 み】  直接、各施設へ申込み 

 

【特別養護老人ホームの優先入所について】  

 奈良県では、本人の要介護度や家族の状況によって、入所の必要性の高い人が円滑に特別養護老

人ホームに入所できるよう、「指定介護老人福祉施設に係る入所指針（いわゆる「特別養護老人ホ

ームの優先入所」）」を定めています。制度の概要については、次頁のとおりです。 
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【住宅数・戸数】  75 住宅 2,768 戸 （第６表） 

 

【入 居 申 込 み】  直接、各住宅へ申込み 

 

 生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター） 
 
 
 

 

【 定  義 】 

 ひとり暮らしの高齢者等に対して、介護支援機能、居住機能及び地域における交流機能を総合的

に有する小規模の複合型施設 

 

【事 業 内 容】 

 住居の提供、各種相談・助言、介護・福祉サービスの利用手続きの援助、地域住民との交流の場

の提供等 

 

【主な実施主体】  市町村 

 

【 対 象 者 】 

 原則として 60 歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受け

ることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者 

 ※市町村が地域ケア会議等において、利用の要否を決定 

 

【費 用 の 負 担】  利用者負担額（対象収入に応じて規定）＋居住部門の光熱水費（実費） 

 

【施設数・定員】  ２施設 30 人  （第７表） 

 

【利 用 申 込 み】  実施主体の市町村へ申込み 

 

 介護老人保健施設 
 
 
 

介護保険法第８条第２８項 

【 定  義 】 

 要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓

練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い在宅復帰を目指す施設   

 

【主な設置主体】  地方公共団体 医療法人 社会福祉法人 

 

【 対 象 者 】 

 要介護１～５と認定され、病状が安定期にあり入院治療をする必要はないが、看護、医学的管理

下の介護、機能訓練などの医療を必要とする者 

 

【費 用 の 負 担】 

 介護サービス費の１割（一定以上の所得者は２～３割）＋食費＋居住費＋その他日常生活費等 

 

【施設数・定員】  55 施設  5,162 人  （第８表） 

 

【利 用 申 込 み】  直接、各施設へ申込み 

 

 

 

 有料老人ホーム 

老人福祉法第 29 条 

【 定  義 】 

 老人を入居させ、①入浴・排せつ・食事の介護、②食事の提供、③洗濯・掃除等の家事、④健康

管理のいずれかのサービスを提供する施設  

 

【 類  型 】  

(1)介護付有料老人ホーム 

  介護等のサービスが付いた施設で、介護が必要となった場合、当該有料老人ホームが提供する

特定施設入居者生活介護を利用しながら生活を継続することが可能 

  介護サービスを有料老人ホームの職員が提供する「一般型特定施設入居者生活介護」と、有料

老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業

所が提供する「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」がある 

(2)住宅型有料老人ホーム 

  生活支援等のサービスが付いた施設で、介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、

地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら生活を継続することが可能 

(3)健康型有料老人ホーム 

  食事等のサービスが付いた施設で、介護が必要となった場合、契約解除し退去する必要あり 

 

【主な設置主体】  限定なし（営利法人中心） 

 

【 対 象 者 】 

 老人  ※老人福祉法上、「老人」に関する定義がないため、解釈においては社会通念による 

 

【費 用 の 負 担】  各施設で定めた利用料 

 

【施設数・定員】  146 施設 6,558 人 （第５表） 

 

【入 居 申 込 み】  直接、各施設へ申込み 

 

 サービス付き高齢者向け住宅 

                                                高齢者の居住の安定確保に関する法律第５条 

【 定  義 】 

 状況把握サービス、生活相談サービス等の福祉サービスを提供する住宅 

 ※①入浴・排せつ・食事の介護、②食事の提供、③洗濯・掃除等の家事、④健康管理のいずれか

のサービスを提供するサービス付き高齢者向け住宅は、老人福祉法上の有料老人ホームに該当 

 

【主な設置主体】  限定なし（営利法人中心） 

 

【 対 象 者 】 

 次のいずれかに該当する者 

 ・単身高齢者世帯 

 ・高齢者＋同居者（配偶者／60 歳以上の親族／要介護・要支援認定を受けている 60 歳未満の親

族／特別な理由により同居させる必要があると知事等が認める者） 

 ※「高齢者」とは、60 歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている 60 歳未満の者をいう 

 

【費 用 の 負 担】  家賃＋共益費＋サービス提供費等 
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【住宅数・戸数】  75 住宅 2,768 戸 （第６表） 

 

【入 居 申 込 み】  直接、各住宅へ申込み 

 

 生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター） 
 
 
 

 

【 定  義 】 

 ひとり暮らしの高齢者等に対して、介護支援機能、居住機能及び地域における交流機能を総合的

に有する小規模の複合型施設 

 

【事 業 内 容】 

 住居の提供、各種相談・助言、介護・福祉サービスの利用手続きの援助、地域住民との交流の場

の提供等 

 

【主な実施主体】  市町村 

 

【 対 象 者 】 

 原則として 60 歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受け

ることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者 

 ※市町村が地域ケア会議等において、利用の要否を決定 

 

【費 用 の 負 担】  利用者負担額（対象収入に応じて規定）＋居住部門の光熱水費（実費） 

 

【施設数・定員】  ２施設 30 人  （第７表） 

 

【利 用 申 込 み】  実施主体の市町村へ申込み 

 

 介護老人保健施設 
 
 
 

介護保険法第８条第２８項 

【 定  義 】 

 要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓

練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い在宅復帰を目指す施設   

 

【主な設置主体】  地方公共団体 医療法人 社会福祉法人 

 

【 対 象 者 】 

 要介護１～５と認定され、病状が安定期にあり入院治療をする必要はないが、看護、医学的管理

下の介護、機能訓練などの医療を必要とする者 

 

【費 用 の 負 担】 

 介護サービス費の１割（一定以上の所得者は２～３割）＋食費＋居住費＋その他日常生活費等 

 

【施設数・定員】  55 施設  5,162 人  （第８表） 

 

【利 用 申 込 み】  直接、各施設へ申込み 

 

 

 

 有料老人ホーム 

老人福祉法第 29 条 

【 定  義 】 

 老人を入居させ、①入浴・排せつ・食事の介護、②食事の提供、③洗濯・掃除等の家事、④健康

管理のいずれかのサービスを提供する施設  

 

【 類  型 】  

(1)介護付有料老人ホーム 

  介護等のサービスが付いた施設で、介護が必要となった場合、当該有料老人ホームが提供する

特定施設入居者生活介護を利用しながら生活を継続することが可能 

  介護サービスを有料老人ホームの職員が提供する「一般型特定施設入居者生活介護」と、有料

老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業

所が提供する「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」がある 

(2)住宅型有料老人ホーム 

  生活支援等のサービスが付いた施設で、介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、

地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら生活を継続することが可能 

(3)健康型有料老人ホーム 

  食事等のサービスが付いた施設で、介護が必要となった場合、契約解除し退去する必要あり 

 

【主な設置主体】  限定なし（営利法人中心） 

 

【 対 象 者 】 

 老人  ※老人福祉法上、「老人」に関する定義がないため、解釈においては社会通念による 

 

【費 用 の 負 担】  各施設で定めた利用料 

 

【施設数・定員】  146 施設 6,558 人 （第５表） 

 

【入 居 申 込 み】  直接、各施設へ申込み 

 

 サービス付き高齢者向け住宅 

                                                高齢者の居住の安定確保に関する法律第５条 

【 定  義 】 

 状況把握サービス、生活相談サービス等の福祉サービスを提供する住宅 

 ※①入浴・排せつ・食事の介護、②食事の提供、③洗濯・掃除等の家事、④健康管理のいずれか

のサービスを提供するサービス付き高齢者向け住宅は、老人福祉法上の有料老人ホームに該当 

 

【主な設置主体】  限定なし（営利法人中心） 

 

【 対 象 者 】 

 次のいずれかに該当する者 

 ・単身高齢者世帯 

 ・高齢者＋同居者（配偶者／60 歳以上の親族／要介護・要支援認定を受けている 60 歳未満の親

族／特別な理由により同居させる必要があると知事等が認める者） 

 ※「高齢者」とは、60 歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている 60 歳未満の者をいう 

 

【費 用 の 負 担】  家賃＋共益費＋サービス提供費等 
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【主な設置主体】  限定なし（営利法人中心） 

 

【 対 象 者 】 

 原則、事業所所在の市町村の住民が対象 

 要介護１～５又は要支援１～２と認定された者 

 

【費 用 の 負 担】   

 介護サービス費の１割（一定以上の所得者は２～３割）＋食費＋宿泊費＋その他日常生活費等 

 

【 施  設  数 】  56 カ所 1,520 人（第 11 表） 

 

 看護小規模多機能型居宅介護施設 
 
 
 

老人福祉法第５条の２第７項 

介護保険法第８条第２３項 

【 定  義 】 

 医療ニーズの高い要介護者に対応するため、小規模多機能型居宅介護のサービスに加え、必要に

応じて訪問看護を提供するための施設 

 ※老人福祉法上の「複合型サービス福祉事業」をいう 

 

【主な設置主体】  限定なし（営利法人中心） 

 

【 対 象 者 】 

 原則、事業所所在の市町村の住民が対象 

 要介護１～５と認定された者 

 

【費用の負担 】   

 介護サービス費の１割（一定以上の所得者は２～３割）＋食費＋宿泊費＋その他日常生活費等 

 

【 施  設  数 】  9 カ所 257 人（第 12 表） 

 

 

 認知症高齢者グループホーム 
 
 
 

老人福祉法第５条の２第６項 

介護保険法第８条第２０項 

【 定  義 】 

 入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う小規模な共同生活の

住居 

 ※老人福祉法上の「認知症対応型老人共同生活援助事業」、介護保険法上の「認知症対応型共同

生活介護」をいう 

 

【主な設置主体】  限定なし（営利法人中心） 

 

【 対 象 者 】 

 原則、事業所所在の市町村の住民が対象 

 要介護１～５又は要支援２と認定され、認知症である者（その者の認知症の原因となる疾患が急

性の状態にある者を除く）  

 

 介護医療院 
 
 
 

介護保険法第８条第２９項 

【 定  義 】 

 長期の療養が必要である要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、機能

訓練等の必要な医療、日常生活上の世話を行うための施設 

 

【主な設置主体】  地方公共団体 医療法人 社会福祉法人 等 

 

【 対 象 者 】 

 病状が安定期にあり、上記のサービスを必要とする重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有

する認知症高齢者等である要介護者 等  

 

【費 用 の 負 担】   

 介護サービス費の１割（一定以上の所得者は２～３割）＋食費＋居住費＋その他日常生活費等 

 

【施設数・定員】  8 施設 645 人  （第９表） 

 

【入 居 申 込 み】  直接、各施設へ申込み 

 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設 
 
 
 

介護保険法第８条第１５項 

【 定  義 】 

 日中･夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しながら、定期巡回と随時

の対応を行う事業所 

１つの事業所で訪問介護と訪問看護を一体的に提供する「一体型」と、訪問介護を行う事業者が

地域の訪問看護事業所と連携をしてサービスを提供する「連携型」がある 

 

【主な設置主体】  限定なし（営利法人中心） 

 

【 対 象 者 】 

 原則、事業所所在の市町村の住民が対象 

 要介護１～５と認定された者 

 

【費 用 の 負 担】   

 介護サービス費の１割（一定以上の所得者は２～３割）＋連携型で訪問看護を受ける場合はその

利用料 

 

【 施  設  数 】  27 カ所 （第 10 表） 

 

 小規模多機能型居宅介護施設 
 
 
 

老人福祉法第５条の２第５項 

介護保険法第８条第１９項 

【 定  義 】 

 登録された利用者を対象に、「通い」を中心として、心身の状況や希望に応じ応じて、「訪問」

や「宿泊」を組み合わせて、入浴・排せつ・食事等の介護、機能訓練等のサービスを提供するため

の施設 

 ※介護保険法上の「小規模多機能型居宅介護」をいう 
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【主な設置主体】  限定なし（営利法人中心） 

 

【 対 象 者 】 

 原則、事業所所在の市町村の住民が対象 

 要介護１～５又は要支援１～２と認定された者 

 

【費 用 の 負 担】   

 介護サービス費の１割（一定以上の所得者は２～３割）＋食費＋宿泊費＋その他日常生活費等 

 

【 施  設  数 】  56 カ所 1,520 人（第 11 表） 

 

 看護小規模多機能型居宅介護施設 
 
 
 

老人福祉法第５条の２第７項 

介護保険法第８条第２３項 

【 定  義 】 

 医療ニーズの高い要介護者に対応するため、小規模多機能型居宅介護のサービスに加え、必要に

応じて訪問看護を提供するための施設 

 ※老人福祉法上の「複合型サービス福祉事業」をいう 

 

【主な設置主体】  限定なし（営利法人中心） 

 

【 対 象 者 】 

 原則、事業所所在の市町村の住民が対象 

 要介護１～５と認定された者 

 

【費用の負担 】   

 介護サービス費の１割（一定以上の所得者は２～３割）＋食費＋宿泊費＋その他日常生活費等 

 

【 施  設  数 】  9 カ所 257 人（第 12 表） 

 

 

 認知症高齢者グループホーム 
 
 
 

老人福祉法第５条の２第６項 

介護保険法第８条第２０項 

【 定  義 】 

 入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う小規模な共同生活の

住居 

 ※老人福祉法上の「認知症対応型老人共同生活援助事業」、介護保険法上の「認知症対応型共同

生活介護」をいう 

 

【主な設置主体】  限定なし（営利法人中心） 

 

【 対 象 者 】 

 原則、事業所所在の市町村の住民が対象 

 要介護１～５又は要支援２と認定され、認知症である者（その者の認知症の原因となる疾患が急

性の状態にある者を除く）  

 

 介護医療院 
 
 
 

介護保険法第８条第２９項 

【 定  義 】 

 長期の療養が必要である要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、機能

訓練等の必要な医療、日常生活上の世話を行うための施設 

 

【主な設置主体】  地方公共団体 医療法人 社会福祉法人 等 

 

【 対 象 者 】 

 病状が安定期にあり、上記のサービスを必要とする重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有

する認知症高齢者等である要介護者 等  

 

【費 用 の 負 担】   

 介護サービス費の１割（一定以上の所得者は２～３割）＋食費＋居住費＋その他日常生活費等 

 

【施設数・定員】  8 施設 645 人  （第９表） 

 

【入 居 申 込 み】  直接、各施設へ申込み 

 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設 
 
 
 

介護保険法第８条第１５項 

【 定  義 】 

 日中･夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しながら、定期巡回と随時

の対応を行う事業所 

１つの事業所で訪問介護と訪問看護を一体的に提供する「一体型」と、訪問介護を行う事業者が

地域の訪問看護事業所と連携をしてサービスを提供する「連携型」がある 

 

【主な設置主体】  限定なし（営利法人中心） 

 

【 対 象 者 】 

 原則、事業所所在の市町村の住民が対象 

 要介護１～５と認定された者 

 

【費 用 の 負 担】   

 介護サービス費の１割（一定以上の所得者は２～３割）＋連携型で訪問看護を受ける場合はその

利用料 

 

【 施  設  数 】  27 カ所 （第 10 表） 

 

 小規模多機能型居宅介護施設 
 
 
 

老人福祉法第５条の２第５項 

介護保険法第８条第１９項 

【 定  義 】 

 登録された利用者を対象に、「通い」を中心として、心身の状況や希望に応じ応じて、「訪問」

や「宿泊」を組み合わせて、入浴・排せつ・食事等の介護、機能訓練等のサービスを提供するため

の施設 

 ※介護保険法上の「小規模多機能型居宅介護」をいう 

-62- -63-



 

 老人介護支援センター（在宅介護支援センター） 
 

老人福祉法第 20 条の７の２ 

【 定  義 】 

 高齢者及びその家族が、地域の高齢者の福祉に関する各般の問題について、身近なところで気軽

に専門家に相談できるとともに、必要な保健福祉サービスが受けられるよう高齢者の状況の把握、

連絡調整等の支援を行うための施設             

 

【主な設置主体】  地方公共団体、社会福祉法人、医療法人 

 

【 対 象 者 】 

おおむね 65 歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等 

 

【費 用 の 負 担】  原則として無料 

 

【 施  設  数 】  62 カ所  （第 17 表） 

 

 老人福祉センター 
 
 
 

老人福祉法第 20 条の７ 

【 定  義 】 

 高齢者の各種相談に応じるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便

宜を総合的に提供する施設 

 

【事 業 内 容】 

 各種相談（生活相談、健康相談）、健康増進に関する指導、生業及び就労の指導、機能回復訓練

の実施、教養講座等の実施、老人クラブに対する援助等 

 

【主な設置主体】  市町村 

 

【 対 象 者 】  地域の高齢者 

 

【費 用 の 負 担】  原則として無料（入浴等一部有料の場合あり） 

 

【 施  設  数 】  19 カ所  （第 18 表） 

 

 老人福祉施設付設作業所 

 

【 定  義 】 

 高齢者の多年にわたる経験と知識を活かし、その希望と能力に応じた作業等社会的活動を行う場

所を提供するための施設 

 ※老人福祉センターとして取扱う 

  

【事 業 内 容】 

 高齢者が行う工芸品の製作、編物、手芸等の作業場所の提供、高齢者の作業に関する各種指導助

言、高齢者の作品の展示、即売を行う場所の提供 

 

【主な設置主体】  地方公共団体、社会福祉法人 

【費 用 の 負 担】   

 介護サービス費の１割（一定以上の所得者は２～３割）＋食費＋居住費＋その他日常生活費等 

 

【施設数・定員】  150 施設  2,320 人  （第 13 表） 

 

【入 居 申 込 み】  直接、各施設へ申込み 

 

 老人デイサービスセンター 

老人福祉法第５条の２第３項  

  〃  第 20 条の２の２ 

介護保険法第８条第７項 他 

【 定  義 】 

 在宅の高齢者が通所して（施設が送迎して）、入浴・排せつ・食事等の介護、生活等の相談・助

言、健康状態の確認等の日常生活上の世話、機能訓練を提供するための施設 

 ※介護保険法上の「通所介護」、「認知症対応型通所介護」等をいう 

 

【主な設置主体】  限定なし（営利法人中心） 

 

【 対 象 者 】 

 要介護１～５又は要支援１～２と認定された者 

 

【費 用 の 負 担】   

 介護サービス費の１割（一定以上の所得者は２～３割）＋食費＋その他日常生活費等 

 

【 施  設  数 】   通所介護       334 カ所 （第 14 表） 

地域密着型通所介護  185 カ所 （第 14 表の 2） 

認知症対応型通所介護  30 カ所 （第 15 表） 
 

 老人短期入所施設 

老人福祉法第５条の２第４項  

  〃  第 20 条の３ 

介護保険法第８条第９項 

【 定  義 】 

 在宅の高齢者の心身機能の維持と家族等の身体的・精神的負担軽減を図るため、高齢者を短期間

入所させ、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を提供するための

施設 

 ※介護保険法上の「短期入所生活介護」をいう 

 

【主な設置主体】  限定なし（営利法人中心） 

 

【 対 象 者 】 

 要介護１～５又は要支援１～２と認定された者 

 

【費 用 の 負 担】   

 介護サービス費の１割（一定以上の所得者は２～３割）＋食費＋居住費＋その他日常生活費等 

 

【 施  設  数 】  特養併設  103 カ所  （第２表） 

                    上記以外    18 カ所 （第 16 表） 
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 老人介護支援センター（在宅介護支援センター） 
 

老人福祉法第 20 条の７の２ 

【 定  義 】 

 高齢者及びその家族が、地域の高齢者の福祉に関する各般の問題について、身近なところで気軽

に専門家に相談できるとともに、必要な保健福祉サービスが受けられるよう高齢者の状況の把握、

連絡調整等の支援を行うための施設             

 

【主な設置主体】  地方公共団体、社会福祉法人、医療法人 

 

【 対 象 者 】 

おおむね 65 歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等 

 

【費 用 の 負 担】  原則として無料 

 

【 施  設  数 】  62 カ所  （第 17 表） 

 

 老人福祉センター 
 
 
 

老人福祉法第 20 条の７ 

【 定  義 】 

 高齢者の各種相談に応じるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便

宜を総合的に提供する施設 

 

【事 業 内 容】 

 各種相談（生活相談、健康相談）、健康増進に関する指導、生業及び就労の指導、機能回復訓練

の実施、教養講座等の実施、老人クラブに対する援助等 

 

【主な設置主体】  市町村 

 

【 対 象 者 】  地域の高齢者 

 

【費 用 の 負 担】  原則として無料（入浴等一部有料の場合あり） 

 

【 施  設  数 】  19 カ所  （第 18 表） 

 

 老人福祉施設付設作業所 

 

【 定  義 】 

 高齢者の多年にわたる経験と知識を活かし、その希望と能力に応じた作業等社会的活動を行う場

所を提供するための施設 

 ※老人福祉センターとして取扱う 

  

【事 業 内 容】 

 高齢者が行う工芸品の製作、編物、手芸等の作業場所の提供、高齢者の作業に関する各種指導助

言、高齢者の作品の展示、即売を行う場所の提供 

 

【主な設置主体】  地方公共団体、社会福祉法人 

【費 用 の 負 担】   

 介護サービス費の１割（一定以上の所得者は２～３割）＋食費＋居住費＋その他日常生活費等 

 

【施設数・定員】  150 施設  2,320 人  （第 13 表） 

 

【入 居 申 込 み】  直接、各施設へ申込み 

 

 老人デイサービスセンター 

老人福祉法第５条の２第３項  

  〃  第 20 条の２の２ 

介護保険法第８条第７項 他 

【 定  義 】 

 在宅の高齢者が通所して（施設が送迎して）、入浴・排せつ・食事等の介護、生活等の相談・助

言、健康状態の確認等の日常生活上の世話、機能訓練を提供するための施設 

 ※介護保険法上の「通所介護」、「認知症対応型通所介護」等をいう 

 

【主な設置主体】  限定なし（営利法人中心） 

 

【 対 象 者 】 

 要介護１～５又は要支援１～２と認定された者 

 

【費 用 の 負 担】   

 介護サービス費の１割（一定以上の所得者は２～３割）＋食費＋その他日常生活費等 

 

【 施  設  数 】   通所介護       334 カ所 （第 14 表） 

地域密着型通所介護  185 カ所 （第 14 表の 2） 

認知症対応型通所介護  30 カ所 （第 15 表） 
 

 老人短期入所施設 

老人福祉法第５条の２第４項  

  〃  第 20 条の３ 

介護保険法第８条第９項 

【 定  義 】 

 在宅の高齢者の心身機能の維持と家族等の身体的・精神的負担軽減を図るため、高齢者を短期間

入所させ、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を提供するための

施設 

 ※介護保険法上の「短期入所生活介護」をいう 

 

【主な設置主体】  限定なし（営利法人中心） 

 

【 対 象 者 】 

 要介護１～５又は要支援１～２と認定された者 

 

【費 用 の 負 担】   

 介護サービス費の１割（一定以上の所得者は２～３割）＋食費＋居住費＋その他日常生活費等 

 

【 施  設  数 】  特養併設  103 カ所  （第２表） 

                    上記以外    18 カ所 （第 16 表） 
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定員合計

名称 設置主体 〒 所在地 TEL

1 和楽園 ★ 125 (福)奈良市和楽園 630-8424 奈良市古市町1886-1 0742-63-5501

2 平沼寮 ★ 50 (福)平沼寮 635-0058 大和高田市西坊城73-1 0745-52-1540

3 かんざん園 50 (福)協同福祉会 639-1145 大和郡山市南大工町1-13 0743-55-3321

4 ふるさと園 ★ 50 天理市 632-0055 天理市遠田町473 0743-67-0161

5 橿原園 ★ 60 (福)橿原園 634-0064 橿原市見瀬町265 0744-27-2424

6 花咲寮 ★ 60 五條市 637-0071 五條市二見5-3-63 0747-22-2939

7 聖ヨゼフホーム ★ 50 (福)カトリック聖ヨゼフホーム 639-2251 御所市戸毛54-6 0745-67-2015

8 梅寿荘 ★ 20 (福)宝山寺福祉事業団 630-0266 生駒市門前町8-7 0743-74-1175

9 三室園 100 老人福祉施設三室園組合 636-0833 生駒郡三郷町信貴南畑1-1-1 0745-72-2501

10 大和園広陽 ★ 50 (福)功有会 635-0823 北葛城郡広陵町三吉166 0745-55-5383

11 美吉野園 ★ 80 (福)綜合施設美吉野園 638-0821 吉野郡大淀町下渕629 0747-52-5555

(盲養護老人ホーム)

12 慈母園 50 (福)壺阪寺聚徳会 635-0103 高市郡高取町清水谷100 0744-52-2350

定員合計

名称 定員 ショート 設置主体 〒 所在地 TEL

1 長曽根寮 84 16 (福)大倭安宿苑 631-0042 奈良市大倭町4-1 0742-44-9346

2 平城園 110 10 (福)福寿会 631-0811 奈良市秋篠町1567 0742-45-9588

3 万葉苑 73 14 (福)万葉福祉会 630-8202 奈良市川上町875-1 0742-27-1887

4 サンタ・マリア 80 10 (福)カトリック聖ヨゼフホーム 631-0806 奈良市朱雀4-3-10 0742-71-7733

5 あじさい園 54 16 (福)晃宝会 630-2175 奈良市茗荷町808-1 0742-81-0878

6 ならやま園 84 16 (福)福寿会 631-0803 奈良市山陵町1085 0742-41-8088

7 和楽園 84 16 (福)奈良市和楽園 630-8424 奈良市古市町1886-1 0742-63-5502

8 西ノ京苑 114 26 (福)南都栄寿会 630-8044 奈良市六条西5-17-43 0742-52-0888

9 こがねの里 85 25 (福)秋篠茜会 631-0818 奈良市西大寺赤田町1-7-1-2 0742-52-4315

10 なら清寿苑 50 - (福)大和清寿会 630-8432 奈良市田中町602-1 0742-50-6335

11 学園前西 80 20 (福)奈良苑 631-0072 奈良市二名3-1151-1 0742-45-1243

12 香梅苑 50 10 (福)広瀬福祉会 630-2302 奈良市月ヶ瀬尾山817-5 0743-92-2222

13 都祁すずらん苑 84 16 (福)大和会 632-0246 奈良市都祁友田町1437 0743-82-2822

14 サンライフ明日香 50 10 (福)サンライフ 630-8306 奈良市紀寺町556-1 0742-20-1177

15 かがやきの苑 50 10 (福)大和まほろば会 630-8104 奈良市奈良阪町2789-1 0742-25-2020

16 らくじ苑 85 20 (福)楽慈会 630-8145 奈良市八条5-437-11 0742-30-1800

17 リノ 85 10 (福)史明会 630-8431 奈良市窪之庄町116-1 0742-64-3500

18 梅花苑 60 10 (福)嘉耶の会 631-0055 奈良市大和田町2226 0742-52-0221

19 トマトホーム 40 10 (福)博遊会 630-8422 奈良市横井町906-12 0742-62-8880

20 ル・エンゲージなかがわ3番館 50 10 (福)中川会 630-8104 奈良市奈良阪町167 050-8885-7580

21 光の桜 50 10 (福)ならやま会 631-0054 奈良市石木町715-1 0742-51-7537

22 こまどりと丘 50 10 (福)大和清泉会 631-0072 奈良市二名1-2356-1 0742-51-7351

23 あじさい園宝 50 10 (福)晃宝会 630-8304 奈良市南肘塚町99-1 0742-24-0878

24 サンライフ西大寺 50 10 (福)サンライフ 631-0824 奈良市西大寺南町1-28 0742-52-1177

25 慈光園 134 16 (福)慈光園 635-0077 大和高田市池田444 0745-52-5001

26 和里(にこり) 110 - (福)太樹会 635-0075 大和高田市野口325-3 0745-52-0125

27 あまがし苑高田※ 29 - (福)甘樫会 635-0025 大和高田市神楽3-11-13 0745-21-1666

28 瑞祥苑 56 4 (福)佳祐会 639-1058 大和郡山市矢田町4739-4 0743-54-6180

29 大和園平和 54 16 (福)功有会 639-1103 大和郡山市美濃庄町236-1 0743-58-2700

【令和7年4月1日現在】

(各表は令和7年4月1日現在で調製したもので、その後の新設・廃止等は反映されておりません。)

＊(福)：社会福祉法人(社医)：社会医療法人(医)：医療法人(NPO)：特定非営利活動法人(有)：有限会社(同)：合同会社
 　(財)：財団法人(公財)：公益財団法人(一財)：一般財団法人(公社)：公益社団法人(一社)：一般社団法人

第第11表表  養養護護老老人人ホホーームム
745人 ★は特定施設入居者生活介護

定員

第第22表表  特特別別養養護護老老人人ホホーームム((指指定定介介護護老老人人福福祉祉施施設設))・・老老人人短短期期入入所所事事業業((シショョーートトスステテイイ))
7,838人 (※地域密着型特養232人含む)

 

【 対 象 者 】  原則として 60 歳以上の高齢者 

 

【費 用 の 負 担】  作業に必要な原材料等の実費 

 

【 施  設  数 】  老人福祉センター付設 ２施設 

 

 

 老 人 憩 の 家 
 
 
 

 

【 定  義 】 

 市町村の地域において、高齢者に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を提供する

する施設 

 

【主な設置主体】  市町村 

 

【 対 象 者 】  原則として 60 歳以上の高齢者 

 

【費 用 の 負 担】  原則として無料 

 

【 施  設  数 】  125 施設 （第 19 表） 
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